
（別紙） 
「万国郵便連合憲章の第八追加議定書」、 

「万国郵便連合一般規則の第一追加議定書」、 
「万国郵便条約」、「郵便送金業務に関する約定」 

憲章追加議定書は、現行の憲章で使用される用語を置き換える等の改正を内容とする。

一般規則追加議定書は、現行の一般規則で使用される用語を置き換える等の改正を内容と

する。条約は、国際郵便業務に関する規則等について定める。約定は、郵便為替、郵便振

替等の国際郵便送金業務に関する規則等について定める。 

１．背景 

（１）万国郵便連合（以下「連合」という。）は、郵便業務の効果的運営によって諸国民の

通信連絡を増進し、文化、社会及び経済の分野における国際協力に寄与することを目的と

して１８７４年に設立され、１９４７年に国連の専門機関となった。２００９年１１月現

在１９１か国・地域が加盟（日本は１８７７年に加盟）。 

（２）憲章、一般規則、条約及び約定は、連合の下で国際郵便業務及び国際郵便送金業務を

実施するための法的枠組みを定める基本的な国際約束であり、通常４年ごとに開催される

大会議（連合の最高意思決定機関）において、改正又は新たな文書の作成が行われている。 

（３）２００８年７月～８月にジュネーブ（スイス）で開催された第２４回大会議において

は、郵便事業を営む主体とそれを監督する機関の分離、送金業務の電子化の進展、資金洗

浄対策の重要性の高まり等、郵便業務及び郵便送金業務をめぐる状況の変化に対応するた

め、連合の組織及び運営並びに国際郵便業務及び国際郵便送金業務全般につき見直しが行

われ、下記２．の各文書が採択された。 

２．各文書のポイント 

（１）憲章の第八追加議定書 

連合の基本的文書である憲章に所要の改正（「郵政庁」の語の「加盟国」及び「指定

された事業体」への置き換え等）を行う。 

（２）一般規則の第一追加議定書 

憲章の適用及び連合の運営を確保するための文書である一般規則に所要の改正（「郵

政庁」の語の「加盟国」及び「指定された事業体」への置き換え等）を行う。 

（３）万国郵便条約（現行の万国郵便条約を全部改正するもの） 

国際郵便業務に適用される共通の規則並びに通常郵便業務及び小包郵便業務に関する

規定（各国の配達コストを踏まえた到着料の改正等）を定める。 

（４）郵便送金業務約定（現行の郵便送金業務約定を全部改正するもの） 

   締約国政府と送金業務実施主体（指定された事業体）の役割分担の明確化、疑わしい

取引の通知義務、電子的送金システムの相互運用性の確保等の内容を追加。 

※各締約国は、事業主体の経営形態にかかわらず、国際郵便業務・郵便送金業務を実施する「事業体」を指定することとされている。 

３．締結の意義  

上記２．の各文書は、２０１０年１月１日に発効することとされており、現行の条約等

は基本的に同日に失効する。一方、我が国の郵便法（第１１条）、郵便為替法（第６条）

及び郵便振替法（第６条）は、「条約に別段の定めのある場合には、その規定による」と

の規定を設け、国際郵便業務及び国際郵便送金業務に関しては、連合の関連文書によるこ

ととされている。ついては、発効日までに各文書を締結し、両業務を実施するための法的

根拠を確保し、国民の円滑な経済活動を確保することが必要である。 

（了） 


